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令和８年１月２１日～令和８年２月２０日

馬主登録
登録年月日 馬 主 氏 名 馬主登録番号 所 属 馬 主 協 会

８．１．２７ 嵯 峨 健 民 ０１３５１４
８．１．２７ カシマレーシング㈱ ９０１２７９
８．１．２７ 合同会社Hishi Partners ９０１２８０
８．２．１８ 北 側 雅 司 ０１３５１７

（ １ ）



令和８年日本中央競馬会理事長達第５号

日本中央競馬会組織規程の一部を改正する通達

日本中央競馬会組織規程（平成１９年理事長達第３０号）の一部を別紙新

旧対照表のとおり改正する。

附 則

（施行期日）

１ この通達は、令和８年３月１日（以下「施行日」という。）から施

行する。ただし、別表８の改正規定及び第３項の規定は、同年４月１

日から施行する。

（通達の廃止）

２ 副理事長、常務理事、理事、部長及び場苑校所長の専決事項（平成

１１年理事長達第２号）は、廃止する。

３ 佐世保場外勝馬投票券発売所の施設の外部利用に係る利用料等の特

例を定める規則（平成１４年理事長達第２６号）は、廃止する。

（事務の承継）

４ この通達による改正前の日本中央競馬会組織規程の規定により環境

整備課が行うものとされている環境整備費に係る事務については、施

行日以後、社会貢献室が行うものとする。

馬主登録取消
取消年月日 馬 主 氏 名 馬主登録番号 所 属 馬 主 協 会

８．１．２２ 澤 田 新 吾 ００５２４８ 無所属
８．１．２２ 吉 田 亮 三 ００６４３９ 阪 神
８．１．２２ 川 口 裕 貴 ０１２２３５ 無所属
８．１．２２ 潘 蘇 通 ０７００１９ 無所属
８．１．２２ エンジェルレーシング㈱ ９００９７４ 東 京
８．１．２７ 阿 部 雅 英 ００９０３３ 東 京
８．１．２７ 加 島 正 幸 ０１２４７２ 阪 神
８．１．２７ ㈱ 山 王 飯 店 ９００６４０ 東 京
８．１．２８ 加 藤 守 ００３０２５ 中 京
８．１．２９ 藤 原 正 一 ００８４０８ 中 山
８．２．５ 松 本 有 啓 ０１２４００ 中山・札幌
８．２．１８ ㈱キャピタル・システム ９０１００４ 阪 神
８．２．１９ 岡 田 甲子男 ０１２１８７ 無所属

競馬会記事

（ ２ ）



第３条 本部に、次の部、室及び課を置く。
⑴・⑵ 〔略〕
⑶ 総務部
イ・ロ 〔略〕
〔削る。〕
ハ 〔略〕（条項移動）

⑷～⒆ 〔略〕
２～４ 〔略〕
第２節 事務の指揮等
（役員）
第４条 理事長、副理事長、常務理事及び理事は、定款の定めるところに
より、その職務を執行する。
（執行役員）
第５条 執行役員（定款第１７条の２に規定する理事補佐役をいう。以下同
じ。）は、理事長、副理事長、常務理事又は理事の命を受け、理事長の
定める事務を行う。
第６条から第１０条まで 削除

（審議役）
第１７条 〔略〕
２ 審議役は、部長（秘書室長を含む。第２１条の２第２項及び第２１条の３
第２項において同じ。）、附属機関の長又は競馬場の場長の指揮を受け、
理事長の命ずる業務に参画し、特に定める事項を処理する。

（ジェネラルエキスパート及びシニアエキスパート）
第２１条の２ 本部、附属機関又は競馬場にジェネラルエキスパート又はシ
ニアエキスパートを置くことができる。
２ ジェネラルエキスパート及びシニアエキスパートは、部長、附属機関
の長又は競馬場の場長の指揮を受け、その特に定める事項を処理する。
（エキスパート及びマイスター）
第２１条の３ 第３条第１項の部及び室、同条第２項の駐在員事務所、同条

第３条 本部に、次の部、室及び課を置く。
⑴・⑵ 〔略〕
⑶ 総務部
イ・ロ 〔略〕
ハ 環境整備課
ニ 〔略〕
⑷～⒆ 〔略〕
２～４ 〔略〕
第２節 事務の指揮等
第４条から第１０条まで 削除

（審議役）
第１７条 〔略〕
２ 審議役は、部長（秘書室長を含む。第８１条において同じ。）、附属機関
の長又は競馬場の場長の指揮を受け、理事長の命ずる業務に参画し、特
に定める事項を処理する。

〔新設〕

〔新設〕

日本中央競馬会組織規程 新旧対照表

改 正 後 現 行

（ ３ ）



第３項の関西広報室並びに同条第４項の場外勝馬投票券発売所にエキス
パート又はマイスターを置くことができる。
２ エキスパート及びマイスターは、部長、室長、駐在員事務所長又は場
外勝馬投票券発売所の所長の指揮を受け、その特に命ずる事務を処理す
る。

（総合企画部）
第２４条 総合企画部においては、次の事務を行う。
⑴ 〔略〕
〔削る。〕
⑵～⑷ 〔略〕（条項移動）
⑸ 日本中央競馬会法（昭和２９年法律第２０５号。以下「会法」という。）
第１９条第３項に規定する業務についての調査、研究及び企画立案に関
すること。
⑹・⑺ 〔略〕（条項移動）
⑻ 勝馬投票に関する購買動向及び来場動向に係る調査及び研究に関す
ること。
⑼～⑾ 〔略〕
（サステナビリティ推進部）
第２４条の２ サステナビリティ推進部においては、次の事務を行う。
⑴ 〔略〕
⑵ 会法第１９条第４項に規定する業務（以下「４項事業」という。）に
ついての調査、研究及び企画立案に関すること。
⑶ 〔略〕
⑷ 地域貢献寄附金及び地元協力に関すること（お客様部及びウインズ
部の所掌に属するものを除く。）。

⑸～⑺ 〔略〕（条項移動）
（総務部）
第２５条 総務部においては、次の事務を行う。
⑴～⑷ 〔略〕
〔削る。〕
〔削る。〕
〔削る。〕

（総合企画部）
第２４条 総合企画部においては、次の事務を行う。
⑴ 〔略〕
⑵ 経営委員会及び理事会の庶務に関すること。
⑶～⑸ 〔略〕
⑹ 日本中央競馬会法（昭和２９年法律第２０５号）第１９条第３項に規定す
る業務についての調査、研究及び企画立案に関すること。

⑺・⑻ 〔略〕
〔新設〕

⑼～⑾ 〔略〕
（サステナビリティ推進部）
第２４条の２ サステナビリティ推進部においては、次の事務を行う。
⑴ 〔略〕
⑵ 日本中央競馬会法第１９条第４項に規定する業務（以下「４項事業」
という。）についての調査、研究及び企画立案に関すること。

⑶ 〔略〕
〔新設〕

⑷～⑹ 〔略〕
（総務部）
第２５条 総務部においては、次の事務を行う。
⑴～⑷ 〔略〕
⑸ 運営審議会及び役員会の庶務に関すること。
⑹ 地域貢献寄附金に係る企画調整に関すること。
⑺ 本会事業所周辺の地元協力についての企画調整に関すること（お客
様部及びウインズ部の所掌に属するものを除く。）。

（ ４ ）



〔削る。〕

⑸～⑺ 〔略〕（条項移動）
（広報部）

第３３条 広報部においては、次の事務を行う。
⑴～⑷ 〔略〕
⑸ 会報、年鑑、年史、「優駿」及び「たてがみ」の編集及び発行に関
すること。
（お客様部）
第３３条の２ お客様部においては、次の事務を行う。
⑴～⑹ 〔略〕
〔削る。〕

〔削る。〕

⑺～⒀ 〔略〕（条項移動）

（秘書室）
第３６条の３ 秘書室においては、次の事務を行う。
⑴ 役員の秘書事務に関すること。
⑵ 経営委員会及び運営審議会の庶務に関すること。
⑶ 理事会その他理事長が指定する会議の庶務に関すること。

（エキスパート及びマイスター）
第７２条の２ 附属機関にエキスパート又はマイスターを置くことができる。
２ エキスパート及びマイスターは、次の各号に掲げる区分に応じ当該各
号に定める者の指揮を受け、その特に命ずる事務を処理する。
⑴ 馬事公苑に置かれるエキスパート又はマイスター 次長
⑵ 競馬学校に置かれるエキスパート又はマイスター 副校長又は教育
管理室の室長
⑶ 競走馬総合研究所に置かれるエキスパート又はマイスター 次長、
企画調整室長又は支所長

⑻ 地元協力に係る交付金の交付等に関すること（ウインズ部の所掌に
属するものを除く。）。
⑼～⑾ 〔略〕
（広報部）

第３３条 広報部においては、次の事務を行う。
⑴～⑷ 〔略〕
⑸ 会報、年鑑、年史、「優駿」及び「たてがみ」の編集及び刊行に関
すること。
（お客様部）
第３３条の２ お客様部においては、次の事務を行う。
⑴～⑹ 〔略〕
⑺ 勝馬投票に関する購買動向及び来場動向に係る調査及び研究に関す
ること。
⑻ 勝馬投票券の発売金その他の勝馬投票及び競馬場の入場人員その他
の利用状況に係る情報の収集、整理、分析及び提供並びに統計の作成
に関すること。
⑼～⒂ 〔略〕

（秘書室）
第３６条の３ 秘書室においては、役員の秘書事務に関することを行う。
〔新設〕
〔新設〕
〔新設〕

〔新設〕
〔新設〕

（ ５ ）



⑷ 日高育成牧場に置かれるエキスパート又はマイスター 副場長
⑸ 宮崎育成牧場に置かれるエキスパート又はマイスター 場長
⑹ トレーニング・センターに置かれるエキスパート又はマイスター
副場長、公正室長又は競走馬診療所長

（来場促進室）
第７６条 〔略〕
２・３ 〔略〕
４ 第７９条の２のエキスパート及びマイスターは、自己の処理する事務の
ほか、来場促進室の室務のうち、室長の特に命ずる事務を分掌して処理
する。

（エキスパート及びマイスター）
第７９条の２ 競馬場にエキスパート又はマイスターを置くことができる。
２ エキスパート及びマイスターは、副場長の指揮を受け、その特に命ず
る事務を処理する。

（常務理事及び理事の処理事項等）
第８１条 常務理事及び理事は、定款に基づく理事長の定める事務に係る事
項を処理するものとする。
２ 常務理事及び理事は、前項の規定により処理する事項のうちあらかじ
め指定したものについて、執行役員その他の適当と認めた者に専決処理
させることができる。
３ 前項に定めるもののほか、理事長は、特に必要と認めたときは、適当
と認めた者に専決処理させることがある。
４ 第１項に基づく事項の処理及び前２項に基づく専決処理を行う者は、
必要に応じ、その処理する事項に関して事前に上司に報告を行い、指示
を受けるものとする。

別表１ 本部の室及び課の事務分掌（第３７条関係）
［１］総合企画部
１ 経営企画室
⑴ 〔略〕
〔削る。〕

（来場促進室）
第７６条 〔略〕
２・３ 〔略〕
〔新設〕

〔新設〕
〔新設〕

（専決事項）
第８１条 副理事長、常務理事、理事、部長、附属機関の長及び競馬場の場
長に専決処理させる事項は、理事長が定める。
〔新設〕

〔新設〕

〔新設〕

別表１ 本部の室及び課の事務分掌（第３７条関係）
［１］総合企画部
１ 経営企画室
⑴ 〔略〕
⑵ 経営委員会及び理事会の庶務に関すること。

（ ６ ）



⑵～⑸ 〔略〕（条項移動）
⑹ 勝馬投票に関する購買動向及び来場動向に係る調査及び研究に関
すること。
⑺ 勝馬投票券の発売金その他の勝馬投票及び競馬場の入場人員その
他の利用状況に係る情報の収集、整理、分析及び提供並びに統計の
作成に関すること。
⑻ 〔略〕（条項移動）
⑼ 会法第１９条第３項に規定する業務についての調査、研究及び企画
立案に関すること。
⑽～⑿ 〔略〕（条項移動）
２ 〔略〕
［２］サステナビリティ推進部
１ 社会貢献室
⑴～⑶ 〔略〕
⑷ 地域貢献寄附金及び地元協力に関すること（安全企画課及びウイ
ンズ事業室の所掌に属するものを除く。）。

⑸ 〔略〕（条項移動）
２ 〔略〕
［３］総務部
１ 〔略〕
２ 総務課
⑴～⑶ 〔略〕
〔削る。〕
⑷～⑽ 〔略〕（条項移動）
〔削る。〕

３ 〔略〕（条項移動）

［１２］広報部
１ 報道室

⑶～⑹ 〔略〕
〔新設〕

〔新設〕

⑺ 〔略〕
⑻ 日本中央競馬会法第１９条第３項に規定する業務についての調査、
研究及び企画立案に関すること。
⑼～⑾ 〔略〕
２ 〔略〕
［２］サステナビリティ推進部
１ 社会貢献室
⑴～⑶ 〔略〕
〔新設〕

⑷ 〔略〕
２ 〔略〕
［３］総務部
１ 〔略〕
２ 総務課
⑴～⑶ 〔略〕
⑷ 運営審議会及び役員会の庶務に関すること。
⑸～⑾ 〔略〕
３ 環境整備課
⑴ 地域貢献寄附金に係る企画調整に関すること。
⑵ 本会事業所周辺の地元協力についての企画調整に関すること（安
全企画課及びウインズ事業室の所掌に属するものを除く。）。

⑶ 地元協力に係る交付金の交付等に関すること（ウインズ事業室の
所掌に属するものを除く。）。

４ 〔略〕

［１２］広報部
１ 報道室

（ ７ ）



⑴～⑶ 〔略〕
⑷ 会報、年鑑、年史、「優駿」及び「たてがみ」の編集及び発行に
関すること。

２ 〔略〕
［１３］お客様部
１ 〔略〕
２ ネット販売室
〔削る。〕

⑴ 〔略〕（条項移動）
〔削る。〕

⑵ 〔略〕（条項移動）
ネット販売企画課 〔略〕
ネット販売運用課 〔略〕

３・４ 〔略〕

別表８ 名称及び所在地（第８２条関係）

区分 名 称 所 在 地

場
外
勝
馬
投
票
券
発
売
所

〔略〕

博多場外勝馬投票券発売所

〔削る。〕

八代場外勝馬投票券発売所

〔略〕

福岡県福岡市

〔削る。〕

熊本県八代市

⑴～⑶ 〔略〕
⑷ 会報、年鑑、年史、「優駿」及び「たてがみ」の編集及び刊行に
関すること。

２ 〔略〕
［１３］お客様部
１ 〔略〕
２ ネット販売室
⑴ 勝馬投票に関する購買動向及び来場動向に係る調査及び研究に関
すること。
⑵ 〔略〕
⑶ 勝馬投票券の発売金その他の勝馬投票及び競馬場の入場人員その
他の利用状況に係る情報の収集、整理、分析及び提供並びに統計の
作成に関すること。
⑷ 〔略〕
ネット販売企画課 〔略〕
ネット販売運用課 〔略〕

３・４ 〔略〕

別表８ 名称及び所在地（第８２条関係）

区分 名 称 所 在 地

場
外
勝
馬
投
票
券
発
売
所

〔略〕

博多場外勝馬投票券発売所

佐世保場外勝馬投票券発売所

八代場外勝馬投票券発売所

〔略〕

福岡県福岡市

長崎県佐世保市

熊本県八代市

（ ８ ）



令和８年日本中央競馬会理事長達第１２号

日本中央競馬会組織規程の一部改正に伴う関連規程の整備に関す

る通達［抄］

第１７条 競走馬に与える飼料に関する通達（令和元年理事長達第１１号）

の一部を別紙新旧対照表⒄のとおり改正する。

第１８条 ギャンブル等依存症対策実施規程（令和２年理事長達第１号）

の一部を別紙新旧対照表⒅のとおり改正する。

附 則

この通達は、令和８年３月１日から施行する。〔ただし書略〕

（ ９ ）



第５条 委員会は、次の各号に掲げる委員長、副委員長及び委員をもって
構成する。
⑴・⑵ 〔略〕
⑶ 委員 次に掲げる者
イ 常務理事、理事又は執行役員のうちから理事長が指名する２人以
内の者
ロ・ハ 〔略〕

２ 前項の規定にかかわらず、理事長は、必要があると認めるときは、馬
事担当理事に代えて馬事担当執行役員を委員長に、審判担当理事に代え
て審判担当執行役員を副委員長に、それぞれ充てることができる。
３～８ 〔略〕〔条項移動〕
（その他）
第６条 〔略〕
２ 〔略〕
３ 馬事担当理事及び審判担当理事が同一の者（前項の規定により読み替
えた場合を含む。）であるときは、理事長が指名する常務理事、理事又
は執行役員を前条第１項第２号に規定する副委員長に充てるものとする。

第５条 委員会は、次の各号に掲げる委員長、副委員長及び委員をもって
構成する。
⑴・⑵ 〔略〕
⑶ 委員 次に掲げる者
イ 理事長が指名する２人以内の役員（常務理事又は理事に限る。）

ロ・ハ 〔略〕
〔新設〕

２～７ 〔略〕
（その他）
第６条 〔略〕
２ 〔略〕
３ 馬事担当理事及び審判担当理事が同一の者（前項の規定により読み替
えた場合を含む。）であるときは、理事長が指名する常務理事又は理事
を前条第１項第２号に規定する副委員長に充てるものとする。

新旧対照表⒄ （競走馬に与える飼料に関する通達新旧対照表）

改 正 後 現 行

（ １０ ）



（役職員の責務）
第２条 本会の役員（執行役員、総括監、顧問及び参与を含む。第５条を
除き、以下同じ。）及び職員（嘱託を含む。）（以下「役職員」という。）
は、本会のギャンブル等依存症対策を実施するために必要な知識の習得
及び理解に努めなければならない。

（役職員の責務）
第２条 本会の役員（総括監、顧問及び参与を含む。以下同じ。）及び職
員（嘱託を含む。）（以下「役職員」という。）は、本会のギャンブル等
依存症対策を実施するために必要な知識の習得及び理解に努めなければ
ならない。

新旧対照表⒅ （日本中央競馬会ギャンブル等依存症対策実施規程新旧対照表）

改 正 後 現 行

（ １１ ）



令和８年日本中央競馬会理事長達第１５号

日本中央競馬会競走馬診療及び装蹄施設貸付基準の一部を改正す

る通達

日本中央競馬会競走馬診療及び装蹄施設貸付基準（昭和５４年理事長達

第２５号）の一部を別紙新旧対照表のとおり改正する。

附 則

（施行期日）

１ この通達は、令和８年３月１日（以下「施行日」という。）から施

行する。

（経過措置）

２ 施行日前に改正前の日本中央競馬会競走馬診療及び装蹄施設貸付基

準（以下「改正前の基準」という。）の規定により受けた貸付けの承

認は、改正後の日本中央競馬会競走馬診療及び装蹄施設貸付基準（以

下「改正後の基準」という。）の規定により受けた貸付けの承認又は

手術棟の利用の許可と、施行日前に改正前の基準第８条の規定により

提出された請書は改正後の基準第８条の規定により提出された誓約書

と、それぞれみなす。

（ １２ ）



（趣旨）
第１条 本会のトレーニング・センター又は競馬場に設置されている競走
馬の診療又は装蹄を行うための施設（以下「診療装蹄施設」という。）
を競走馬の診療又は装蹄を業とする者に対して貸し付ける場合には、こ
の基準の定めるところによる。
（貸付けの種類）
第２条 診療装蹄施設の貸付けの種類は、定期貸付及び臨時貸付とする。
２ 定期貸付を行う施設は、トレーニング・センターの診療装蹄施設とす
る。
３ 臨時貸付を行う施設は、競馬場の診療装蹄施設とする。

（貸付けの期間）
第３条 定期貸付の期間は、１月１日から１２月３１日までの間で、当該施設
を管理するトレーニング・センターの場長（以下「当該トレーニング・
センター場長」という。）が貸付けを承認した期間とする。
２ 臨時貸付の期間は、当該施設を管理する競馬場の場長（以下「当該競
馬場長」という。）が貸付けを承認した期間とする。

（貸付対象者）
第４条 貸付けを受けることができる者は、診療を行うための施設（以下
「診療施設」という。）の貸付けにあっては第１号に、装蹄を行うため
の施設（以下「装蹄施設」という。）の貸付けにあっては第２号に掲げ
る者とする。
⑴ 獣医師法（昭和２４年法律第１８６号）の規定により獣医師の免許を有
する者（以下「獣医師」という。）であって、次に掲げる要件を満た
すもの
イ 〔略〕
ロ 次条又は第６条の申請をした日（以下「申請日」という。）から

（趣旨）
第１条 本会の競馬場又はトレーニング・センター内の施設であつて本会
が競走馬の診療又は装蹄を行うために必要と認めるもの（以下「診療装
蹄施設」という。）を競走馬の診療又は装蹄を業とする者に対して貸し
付ける場合には、この基準の定めるところによる。
（貸付の種類）
第２条 貸付の種類は、定期貸付及び臨時貸付とする。
２ 定期貸付を行う施設は、栗東又は美浦のトレーニング・センターの診
療装蹄施設（次項に定める手術棟を除く。）とする。

３ 臨時貸付を行う施設は、競馬場の診療装蹄施設及び栗東又は美浦のト
レーニング・センターの診療装蹄施設であつて競走馬の手術を行うため
に本会が必要と認めるもの（以下「手術棟」という。）とする。
（貸付の期間）
第３条 定期貸付の期間は、１年以内とする。ただし、更新することがで
きる。

２ 臨時貸付の期間は、競馬場の診療装蹄施設にあつては当該施設を管理
する競馬場の場長が必要と認める期間とし、手術棟にあつては１日とす
る。
（貸付対象者）
第４条 貸付を受けることができる者は、次に掲げる者とする。

⑴ 獣医師法（昭和２４年法律第１８６号）により獣医師の免許を有する者
（以下「獣医師」という。）であつて、次に掲げる要件を満たすもの

イ 〔略〕
ロ 次条第１項又は第２項の承認の申請をした日から遡つて３年間に

日本中央競馬会競走馬診療及び装蹄施設貸付基準 新旧対照表

改 正 後 現 行

（ １３ ）



起算して過去３年間において、軽種馬の診療に６月以上継続して従
事した経験を有していること。

⑵ 公益社団法人日本装削蹄協会認定規程（平成２４年１１月１日制定。以
下「認定規程」という。）の規定により指導級又は１級認定装蹄師に
認定された者（以下「装蹄師」という。）であって、申請日から起算
して過去３年間において、軽種馬の装蹄に６月以上継続して従事した
経験を有しているもの
（定期貸付の申請）
第５条 定期貸付を受けようとする者は、施設貸付承認申請書（様式第１
号）に次の各号に掲げる書類を添付して当該トレーニング・センター場
長に申請し、その承認を受けなければならない。
⑴ 履歴書
⑵ 住民票記載事項証明書（氏名及び現住所を記載したものに限る。）
⑶ 獣医師免許証及び獣医師法第２２条の規定による届出書類の写し又は
装蹄師認定証の写し
⑷ 軽種馬の診療又は装蹄に従事した履歴を証する書類
⑸ 競走馬の診療又は装蹄に供する設備の内容を示す書類
⑹ 業務助手の住所、氏名、生年月日、電話番号及び資格情報を示す書
類（業務助手を使用しようとする者に限る。）

⑺ 診療技術料の基準及び使用医薬品を示す書類（診療施設の貸付けを
申請する者に限る。）

２ 定期貸付を受けている者が次年度においても当該トレーニング・セン
ターにおいて定期貸付を希望するときは、定期貸付を受けている年の１０
月３１日までに施設貸付承認申請書（様式第１号）をもって当該トレーニ
ング・センター場長に申請し、その承認を受けなければならない。この
場合において、前項第１号から第５号まで掲げる書類に記載内容の変更
がないときは、前項の規定にかかわらず、当該書類の添付は要しないも
のとする。
３ 定期貸付を受けている者が貸付期間の中途で新たに業務助手を使用し
ようとするときは、あらかじめ第１項第６号に規定する事項を記載した
書類をもって当該トレーニング・センター場長に申請し、その承認を受
けなければならない。

おいて、軽種馬の診療に６月以上継続して従事した経験を有してい
ること。

⑵ 公益社団法人日本装削蹄協会認定規程（平成２４年１１月１日制定。以
下「認定規程」という。）により指導級又は１級認定装蹄師に認定さ
れた者（以下「装蹄師」という。）であつて、次条第１項又は第２項
の承認の申請をした日から遡つて３年間において、軽種馬の装蹄に６
月以上継続して従事した経験を有しているもの
（貸付の承認）
第５条 定期貸付を受けようとする者は、理事長の承認を受けなければな
らない。

〔新設〕
〔新設〕
〔新設〕

〔新設〕
〔新設〕
〔新設〕

〔新設〕

２ 臨時貸付を受けようとする者は、貸付を受けようとする施設を管理す
る競馬場又はトレーニング・センターの場長（以下「当該場長」という。）
の承認を受けなければならない。ただし、前項に定める定期貸付の承認
を受けていない者であつて競馬場の診療装蹄施設の臨時貸付を受けよう
とするものは、理事長の承認を受けなければならない。

３ 手術棟の貸付は、第１項の規定による定期貸付の承認を受けていない
者に対しては行わないものとする。
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〔削る。〕

（臨時貸付の申請）
第６条 定期貸付を受けている者が臨時貸付を受けようとするときは、臨
時貸付を受けようとする期間の初日（以下「貸付初日」という。）の１４
日前までに施設臨時貸付承認申請書（様式第２号）をもって当該競馬場
長に申請し、その承認を受けなければならない。
〔削る。〕
〔削る。〕
〔削る。〕
〔削る。〕
〔削る。〕
２ 定期貸付を受けていない者が臨時貸付を受けようとするときは、貸付
初日の６０日前までに施設貸付承認申請書（様式第１号）に前条第１項各
号に掲げる書類を添付して当該競馬場長に申請し、その承認を受けなけ
ればならない。

３ 前項の申請について承認を受けた者が貸付期間の中途で新たに業務助
手を使用しようとするときは、あらかじめ前条第１項第６号に規定する
事項を記載した書類をもって当該競馬場長に申請し、その承認を受けな
ければならない。
〔削る。〕

（身分証の交付）
第７条 当該トレーニング・センター場長及び当該競馬場長（以下「当該

４ 定期貸付又は臨時貸付を受けたことがない者であつて、第１項又は第
２項の承認の申請をした日から遡つて１年間において、競馬場又はト
レーニング・センターの診療装蹄施設において業務助手として競走馬の
診療又は装蹄に従事した経験を有しないものは、当該承認の申請をした
後、本会が実施する競馬の公正確保及び防疫に関する研修を受講しなけ
ればならない。
（貸付の申請等）
第６条 前条第１項及び第２項ただし書の承認を受けようとする者は、施
設貸付承認申請書（様式第１号）に次の各号に掲げる書類を添付して、
当該場長を経由して、これを理事長に提出しなければならない。

⑴ 履歴書
⑵ 住民票記載事項証明書（氏名及び現住所を記載したものに限る。）
⑶ 獣医師免許証又は装蹄師認定証の写し
⑷ 軽種馬の診療又は装蹄に従事した履歴
⑸ 競走馬の診療又は装蹄に供する設備の内容
２ 前項の規定にかかわらず、定期貸付を受けている者が貸付の更新を希
望する場合又は当該年度において臨時貸付を受けた者（定期貸付を受け
ている者を除く。）が次年度においても臨時貸付を希望する場合は、施
設貸付承認申請書を毎年１１月３０日までに、当該場長を経由して理事長に
提出しなければならない。この場合において、前項各号に掲げる書類の
添付は要しない。
３ 理事長は、前２項の申請があつた場合において貸付を承認したときは、
当該場長を経由して申請者に通知する。

４ 新規に定期貸付又は臨時貸付の承認を受けた獣医師は、獣医師法第２２
条の規定による届出を行つた旨を証明する書類を貸付を開始した日から
起算して１０日以内に、当該場長を経由して理事長に提出しなければなら
ない。

第７条 第５条第２項本文の承認を受けようとする者は、競馬場の診療装
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場長」という。）は、前２条の申請を適当なものとして承認をしたとき
は、貸付けを受ける者（以下「借受者」という。）及びその業務助手（以
下これらを「借受者等」と総称する。）に対し身分証を交付する。

２ 当該トレーニング・センター場長は、第５条第２項の申請について承
認をしたときは、前項の規定にかかわらず、既に交付した身分証のうち
記載事項に変更がないものについては、交付日から起算して５年間を限
度として、引き続き使用させることができる。
３ 当該競馬場長から前条第２項又は第３項の申請について承認を受けて
交付された身分証は、当該競馬場においてのみ、その効力を有するもの
とする。
（手術棟の利用）
第７条の２ 診療施設の借受者（定期貸付を受けているものに限る。）は、
貸付期間内に当該トレーニング・センターの手術棟を利用することがで
きる。
２ 前項の規定により手術棟を利用しようとする者は、別に定めるところ
により申込みをし、利用の許可を受けなければならない。
（誓約書の提出）
第８条 借受者は、定期貸付又は臨時貸付の開始日の前日までに誓約書
（様式第３号）を当該場長に提出しなければならない。
（貸付料及び利用料の徴収）
第９条 定期貸付若しくは臨時貸付の貸付料又は手術棟の利用料は、別表
に定めるところにより算定した額に消費税及び地方消費税に相当する額
を加えて得た額とする。
２ 定期貸付の貸付料は、１月、４月、７月及び１０月に３か月分の額を当
該トレーニング・センター場長が徴収する。ただし、貸付期間の中途か
ら貸付けを開始する場合における初回の徴収については、貸付けを開始
する月の末日までに、その月から次の貸付料徴収の月の前月までの分を
徴収するものとする。
３ 定期貸付において、貸付期間の中途で貸付けを終了した場合は、既に
徴収した貸付料のうち、貸付けを終了した日の属する月の翌月以降の分
を返還する。
４ 臨時貸付の貸付料は、貸付けを開始する日から起算して１４日を経過す

蹄施設に係るものにあつては施設貸付承認申請書を、手術棟に係るもの
にあつては施設一時貸付承認申請書（様式第２号）を、それぞれ当該場
長に提出しなければならない。
２ 当該場長は、前項の申請があつた場合において貸付を承認したときは、
申請者に通知し、競馬場の診療装蹄施設に係るものにあつては速やかに
その旨を理事長に報告するものとする。

〔新設〕

〔新設〕

（請書の提出）
第８条 第５条第１項又は第２項の承認を受けた者は、貸付を開始する日
までに請書（様式第３号）を当該場長に提出しなければならない。
（貸付料金の徴収）
第９条 貸付料は、別表に定めるところにより算定した額に消費税及び地
方消費税に相当する額を加えて得た額とする。

２ 定期貸付の料金は、１月、４月、７月及び１０月に３か月分をあらかじ
め徴収する。ただし、期間の中途から貸付を開始する場合は、貸付を開
始する月にその月から次の料金徴収の月の前月までの分を徴収する。

３ 定期貸付において、期間の中途で貸付を終了した場合は、既に徴収し
た貸付料金のうち、貸付を終了した日の属する月の翌月以降の分を返還
する。
４ 臨時貸付の料金は、貸付を開始する日（手術棟に係るものにあつては、

（ １６ ）



る日までに、貸付けを承認した期間に応じて算定した額を当該競馬場長
が徴収する。
５ 臨時貸付において、第１１条又は第１１条の２の規定により貸付期間の中
途で貸付けの承認が取り消された場合は、既に徴収した貸付料の返還は
行わない。
６ 手術棟の利用料は、利用日の属する月（以下「当該月」という。）の
翌月の末日までに、当該月の利用日数の分を当該トレーニング・セン
ター場長が徴収する。
（遵守事項）
第１０条 借受者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

⑴ 借り受けた施設（第７条の２の規定により利用する手術棟を含む。
以下同じ。）を借り受けた目的以外の用途に供しないこと。
⑵ 借り受けた施設を善良な管理者の注意をもって維持管理すること。
⑶ 借り受けた施設を滅失し、又は毀損した場合は、その旨を速やかに
当該場長に届け出ること。この場合において、当該場長がその滅失又
は毀損が借受者等の故意又は過失により生じたものであると認めたと
きは、当該場長の定める期日までにこれを原状に復し、又はその費用
を負担すること。
⑷ 当該場長の許可を受けないで借り受けた施設を改変しないこと。
⑸ トレーニング・センター若しくは競馬場の秩序の維持又は競馬の公
正確保のために行う当該場長の指示に従うこと。
⑹ 借り受けた施設において乗用馬等の競走馬以外の馬の診療又は装蹄
を行うときは、あらかじめ当該場長の許可を受けること。
⑺～⑼ 〔略〕
⑽ 薬品及び器具は、自らの責任において借り受けた施設内に保管する
こと。
⑾ 借り受けた施設の利用に伴い生じる電気、水道、ガス等の費用は借
受者が負担することとし、料金の納付方法については当該場長の指示
に従うこと。
⑿ 借受者等は、競馬の公正確保及び防疫等に関して本会が実施する研
修を受講すること。

貸付日）から起算して１４日を経過する日までに徴収する。

〔新設〕

〔新設〕

（貸付の条件）
第１０条 貸付を受けた者（以下「借受者」という。）は、次の各号に掲げ
る事項を厳守しなければならない。
⑴ 借り受けた施設を借り受けた目的以外の用途に供しないこと。

⑵ 借り受けた施設を善良な管理者の注意をもつて維持管理すること。
⑶ 借り受けた施設を滅失し、又はき損した場合は、その旨を速やかに
当該場長に届け出ること。この場合において、当該場長がその滅失又
はき損が借受者の故意又は過失により生じたものであると認めたとき
は、当該場長の定める期日までにこれを原状に復し、又はその費用を
負担すること。
⑷ 理事長の許可を受けないで借り受けた施設を改変しないこと。
⑸ 競馬場若しくはトレーニング・センターの秩序の維持又は競馬の公
正確保のため行う当該場長の指示に従うこと。
⑹ 借り受けた施設においては、当該場長の許可を受けないで競走馬以
外の動物の診療又は装蹄を行わないこと。
⑺～⑼ 〔略〕
⑽ 薬品及び診療用器具は、自らの責任において借り受けた施設内に保
管すること。
⑾ 貸付期間が満了し、又は貸付の承認を取り消されたときは、その施
設を原状に復して返還すること。この場合において、原状に復さない
ときは、原状に復する費用を負担すること。

〔新設〕
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⒀ 借受者等の住所、電話番号又は連絡先に変更があった場合は、別に
定めるところにより、速やかに当該場長に届け出ること。
〔削る。〕

⒁ 業務助手に異動があったときは、別に定めるところにより、速やか
に当該場長に届け出ること。
⒂ 借受者等は、トレーニング・センター又は競馬場においては、有効
な身分証を常に携帯すること。

⒃ 競走馬の診療に従事する借受者等が獣医師法第２２条に規定する届出
をしたときは、当該届出書類の写しを、当該場長に提出すること。
⒄ 貸付期間が満了し、又は貸付けの承認を取り消されたときは、借受
者等に交付された身分証を返却のうえ、借り受けた施設を原状に復し
て返還すること。この場合において、原状に復さないときは、原状に
復する費用を負担すること。
（承認の取消し等）
第１１条 借受者が次の各号のいずれかに該当した場合は、当該借受者に対
する貸付けの承認を取り消す。
⑴ 貸付承認の取消しを申請したとき。
⑵ 死亡したとき。
⑶ 獣医師法の規定により獣医師の免許が取り消され、又は認定規程の
規定により装蹄師の認定が取り消され、若しくは効力を失ったとき。

第１１条の２ 借受者が次の各号のいずれかに該当した場合は、当該借受者
に対する貸付けの承認を取り消し、又は施設の利用を停止することがあ
る。
⑴ 獣医師法の規定により業務の停止を命じられたとき又は認定規程の
規定により装蹄師の認定が停止されたとき。

⑵ 第８条又は第１０条の規定に違反したとき。
⑶ 定期貸付若しくは臨時貸付の貸付料又は手術棟の利用料の納付を

〔新設〕

⑿ 競馬場又はトレーニング・センターにおいて、競走馬の診療又は装
蹄に従事する業務助手を使用するときは、あらかじめ当該場長を経由
して理事長の承認を受けること。
⒀ 前号の業務助手に異動があつたときは、速やかに当該場長を経由し
て理事長に届け出ること。
⒁ 競馬場又はトレーニング・センターにおいては、理事長が交付した
証明書を常に携帯し、業務助手についても理事長が交付した証明書を
携帯させること。

〔新設〕

〔新設〕

〔新設〕

（承認の取消等）
第１１条 借受者が次の各号のいずれかに該当したときは、当該借受者に対
し貸付の承認を取り消し、施設の使用を禁止し、又は貸付期間の更新を
しないことがある。
⑴ 獣医師法により獣医師の免許を取り消され、若しくは業務の停止を
命ぜられたとき又は認定規程により装蹄師認定の効力を失い、若しく
は装蹄師認定を取り消されたとき。
⑵ 貸付条件に違反したとき。
⑶ 貸付料金の納付を怠つたとき。
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怠ったとき。
⑷ 身分証を不正に使用したことが判明したとき。（業務助手が不正に
使用したことが判明した場合を含む。）

⑸ 前各号に掲げるもののほか、当該場長が貸付けを行うこと又は施設
を利用させることが不適当であると認めたとき。
（借受者等に対する監督）
第１２条 当該場長は、診療装蹄施設の維持及び管理を適正に行うために、
借受者等に対し、必要な指導及び監督を行うものとする。

別表
診療施設の貸付料（税抜）

貸付けの種類 貸付単位 貸付料

〔略〕 〔略〕 〔略〕

〔削る。〕 〔削る。〕 〔削る。〕

臨時貸付 １か月 １区画当たり３，５００円

〔削る。〕 〔削る。〕 〔削る。〕

手術棟利用料（税抜）

単位 利用料

１日 １棟当たり４，０００円

〔新設〕

⑷ 前３号に掲げるもののほか、理事長が貸付を行うことが不適当であ
ると認めたとき。
（借受者に対する監督）
第１２条 場長は、借受者がこの基準により定められた貸付基準を履行して
いるかどうかを監督し、常に貸し付けた施設の維持及び管理の適正を図
らなければならない。
別表

競走馬の診療のための施設貸付料金

貸付の種類 貸付単位 貸付料金

〔略〕 〔略〕 〔略〕

臨時貸付
（開催競馬場）

１競馬開催
期間

１区画当たり８７５円に当該競馬
開催の節の数を乗じて得た額

臨時貸付
（非開催競馬場）

１か月 １区画当たり３，５００円

臨時貸付
（手術棟）

１日 １棟当たり４，０００円

〔新設〕
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装蹄施設の貸付料（税抜）

貸付けの種類 貸付単位 貸付料

〔略〕 〔略〕 〔略〕

〔削る。〕 〔削る。〕 〔削る。〕

臨時貸付 １か月 １施設当たり２２，０００円

（備考）
１ 臨時貸付の貸付期間は暦日により算定するものとし、１か月に満たな
い期間については、その期間は１か月として貸付料を算定する。
２ １区画又は１施設を共同利用する場合においては、その利用割合に応
じて所定料金を案分した額を各人から徴収する。
〔削る。〕

〔削る。〕

競走馬の装蹄のための施設貸付料金

貸付の種類 貸付単位 貸付料金

〔略〕 〔略〕 〔略〕

臨時貸付
（開催競馬場）

１競馬開催
期間

１施設当たり５，５００円に当該競
馬開催の節の数を乗じて得た額

臨時貸付
（非開催競馬場）

１か月 １施設当たり２２，０００円

（備考）
１ 電気、水道及びガスの料金は、別に実費を徴収する。

２ １区画又は１施設を共同使用する場合においては、その使用割合に応
じて所定料金を案分した額を各人から徴収する。
３ この表において、「開催競馬場」とは、当該貸付を受ける期間に競馬
を開催している競馬場をいい、「非開催競馬場」とは、それ以外の競馬
場をいう。
４ この表において、「節」とは競馬開催日（天災地変その他やむを得な
い事由により競馬開催日の日取りを変更した場合にあつては、当該変更
前の競馬開催日とする。以下この項において同じ。）が連続しない場合
はその競馬開催日１日、競馬開催日が２日以上連続する場合はその連続
する競馬開催日を併せたもの、競馬開催日（２日以上連続する場合を含
む。以下この項において同じ。）と競馬開催日との間の日が土曜日、日
曜日又は国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する
休日である場合はその前後する競馬開催日を併せたものをいう。

（ ２０ ）



様式第１号

施設貸付承認申請書
年 月 日

日本中央競馬会
場 長 殿

住 所 �
�
�
�

法人にあっては所在地・名称、

代表者氏名及び代表者生年月日

�
�
�
�

申請者 氏 名
生年月日
電話番号

下記のとおり 競 馬 場
トレーニング・センター 内において、競走馬の

（診療 ・ 装蹄）のための施設の（定期 ・ 臨時）貸付について
承認いただきたく、申請します。

記
１ 貸付けを受けようとする施設

号 開業獣医診療所 ・ 開業装蹄所
２ 貸付けを受けようとする期間 年 月 日 ～ 年 月 日
３ 申請者の資格情報
（獣医師免許） 登録年月日 年 月 日

登録番号
（装蹄師認定） 認定年月日 年 月 日

登録番号
４ 業務助手の住所、氏名、生年月日、電話番号及び資格情報（別紙
のとおり）

５～７ 〔略〕

（備考）
６及び７は診療施設の貸付けを受けようとする獣医師のみ記載する事項

様式第１号

施設貸付承認申請書
年 月 日

日本中央競馬会 理事長 殿
場 長

住 所 �
�
�
�

法人にあつては名称

及び代表者の氏名

�
�
�
�

申請者
氏 名

下記のとおり 競 馬 場
トレーニング・センター 内において、競走馬の診

療（装蹄）を行いたいので、施設の貸付を願いたく申請します。

記
１ 貸付を受けようとする施設の名称

２ 貸付の種類及び期間
３ 申請者の獣医師の資格取得年月日、登録年月日及び登録番号又は

装蹄師の資格認定年月日及び登録番号

４ 診療（装蹄）に従事する業務助手の氏名並びに獣医師の資格取得
年月日、登録年月日及び登録番号又は装蹄師の資格認定年月日及
び登録番号

５～７ 〔略〕

（備考）
装蹄師にあつては、６及び７を記載しなくてもよい。
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様式第２号

施設臨時貸付承認申請書
年 月 日

日本中央競馬会
競馬場長 殿

住 所 �
�
�
�

法人にあっては所在地、名称

及び代表者氏名

�
�
�
�

申請者
氏 名

下記のとおり 競馬場において競走馬の（診療 ・ 装蹄）
のための施設の臨時貸付について承認いただきたく、申請します。

記
１ 貸付けを受けようとする施設

号 開業獣医診療所 ・ 開業装蹄所
２ 貸付けを受けようとする期間 年 月 日 ～ 年 月 日

様式第３号

誓 約 書
年 月 日

日本中央競馬会
場長 殿

氏 名
�
�
�
�

法人にあっては名称

及び代表者の氏名

�
�
�
�

今般、下記のとおり貸付けの承認を受けましたが、その利用にあ
たっては、日本中央競馬会競走馬診療及び装蹄施設貸付基準の各条項
を厳守し、貴会の指示に従うことを誓約いたします。万一これに反し

様式第２号

施設臨時貸付承認申請書
年 月 日

日本中央競馬会
トレーニング・センター場長 殿
住 所

申請者
氏 名

�
�
�
�

法人にあつては名称

及び代表者の氏名

�
�
�
�

下記のとおり トレーニング・センターの手術棟において競
走馬の診療を行いたいので、施設の臨時貸付を願いたく申請します。

記
１ 貸付日

２ 診療内容

様式第３号

請 書
年 月 日

日本中央競馬会
場長 殿

氏 名
�
�
�
�

法人にあつては名称

及び代表者の氏名

�
�
�
�

今般 競 馬 場
トレーニング・センターの施設の貸付に関し、下記のとおり

御承認を受けましたが、その使用にあたっては、日本中央競馬会診療
及び装蹄施設貸付基準の各条項を厳守するは勿論、その他貴会の御指

（ ２２ ）



た場合は、貸付けの承認を取り消され、又は施設の利用を停止されて
も異議申立てはいたしません。

記
１ 貸付施設 号 開業獣医診療所 ・ 開業装蹄所
２ 貸付けの種類 定期貸付 ・ 臨時貸付
３ 貸付けの目的
４ 貸付期間 年 月 日 ～ 年 月 日
〔削る。〕
〔削る。〕

示に違背しないことを確約いたします。
万一違背した場合は、貸付の承認を取り消され、又は施設の使用を
禁止されても何ら異議を申し立てたりいたしません。
ここに、請書を提出いたします。

記
１ 貸付施設
〔新設〕
２ 貸付の目的
３ 貸付の期間
４ 貸付料金
５ 貸付料金の納入期日

（ ２３ ）
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